
  

 

  

 

集合住宅向け施設利用契約約款 

 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 

 

沖縄ケーブルネットワーク株式会社（以下「甲」といいます。）と施設利用サービス（以下「本サ

ービス」といいます。）を受ける者（以下「乙」といいます。）との間に締結される契約（以下「利用

契約」といいます。）には、次の条項から成るこの約款（以下「本約款」といいます。）を適用する

ものとします。 

 

第１条（利用契約の目的） 

利用契約は、乙が所有若しくは管理する集合住宅の共聴施設と甲が所有する有線テレビジョ

ン放送施設及び電気通信回線設備とを接続する方式又は専用ケーブル配線方式（露出配線

方式）を用い、本約款に基づき、乙が甲へ月額利用料を支払うことにより、本サービスを提供

することを目的とします。 

 

第２条（利用契約の成立） 

利用契約は、契約希望者が予め本約款を承諾し、甲の指定する申込書に所要事項を記入捺

印のうえ、甲に申込み、甲がこれを承諾したときに通知書を以て成立するものとします。 

２．甲は、乙が所有又は管理する建物に対して回線引込みを行い、当該回線を分配した回線

により各戸に本サービスを提供するものとします。 

３．甲は、申込書の提出があった場合でも、次の各号に該当する場合には、当該申込みを承

諾しないことがあります。 

（１）本サービスの提供に必要な甲施設の構築及び保守等が、技術的に困難な場合 

（２）利用申込者が申込書に虚偽の事実を記載した場合 

（３）利用申込者が、月額利用料、工事に関する費用の支払い等で利用契約上の義務を怠っ 

た場合、又は怠るおそれがある場合 

（４）利用申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合 

（５）利用申込者が、利用契約に違反するおそれがあると認められる場合 

（６）その他甲の業務の遂行上、著しい支障がある場合 

４．利用契約の締結後に乙が第３項各号のいずれかに該当することが判明した場合、甲は、

乙の了解を得ないで利用契約を解除することができるものとします。 

５．本約款と申込書との定めが異なるときには、申込書の定めが優先して適用されるものとしま

す。 

６．利用契約以前に甲乙で締結した「テレビ共同受信設備及び有線テレビジョン放送施設の

接続に関する契約書」又は、「覚書」等は、利用契約の成立を以て無効となるものとします。 

 

第３条（設備の設置、費用負担、所有区分） 



  

 

  

 

甲は、集合住宅各戸に対し、本サービスを提供可能とすべく、必要な設備の設置及び改修工

事（以下「集合改修設備工事」といい、この対象設備を「集合改修設備」といいます。）を実施し

ます。但し、乙は、集合住宅の設備構造によっては、本サービスのうち、一部が提供できない

場合があることを予め了承するものとします。 

２．甲の所有施設は、放送センターから保安器又はＶ－ＯＮＵを経由して乙所有の施設に接

続するまで（以下「甲所有施設」といいます。）とします。但し、乙所有施設の敷地内に埋設さ

れた引込線は除くものとします。乙の所有施設は、集合住宅内の壁内ケーブル及び集合改修

設備以外のテレビ共聴設備（以下「乙所有施設」といいます。）とします。 

３．集合改修設備工事において、甲所有施設における出力端子より乙所有施設の引き込みに

かかる費用、及び乙の自己都合による甲所有施設の変更等に伴う費用は、乙の負担としま

す。 

第４条（施設の利用） 

乙は、利用契約の有効期間中、甲所有施設及び乙所有施設を本サービスの利用目的以外に

は使用できません。 

 

第５条（提供サービス） 

甲は、乙と利用契約を締結することにより、集合住宅の各戸に別紙チャンネル表に定める地上

波信号の再送信及び付帯サービスのインターネット一括サービスを提供します。但し、乙は本

サービスの内容が変更されることがあることを予め了承するものとします。 

２．乙は、前項に規定する本サービスの対価として、甲に別紙料金表に定める月額利用料を、

申込書記載の課金開始日の当月より支払うものとします。尚、ＮＨＫ受信料は、この月額利用

料に含みません。 

３．前項に定める月額利用料は、当月分の利用料を翌月１０日（金融機関が休日の場合は、

翌営業日）にて指定の口座から自動振替若しくはクレジットカードにて甲に支払うものとしま

す。 

４．入居者が第１項に定める本サービス以外のサービスの利用を希望する場合、甲は、甲の別

に定めるサービスの約款に基づき入居者と個別に契約を締結し、当該入居者（以下「利用者」

といいます。）にサービスを提供します。その際、利用者は、甲所定のサービス料、サービス提

供に必要な機器等の取付料及び付帯する工事費等を甲の請求に基づき甲に支払うものとし

ます。 

５．甲は、本サービスを提供すべき場合において、甲の責めに帰すべき理由によりその提供を

しなかったときは、本サービスが利用出来ない状態にあることを甲が認知した日から起算して、

１０日以上その状態が連続したときに限り、甲は乙の請求に基づき、損害の賠償として当該月

の月額利用料を無料とします。但し、乙が当該請求をし得ることとなった日から３カ月を経過す

る日までに当該請求をしなかったとき、乙はその権利を失うものとします。 

６．乙の希望により月額利用料に係る請求書を発行する場合には、乙は別紙に定める事務手

数料を負担するものとします。請求書の再発行時も同様とします。又、乙が甲の指定する金融



  

 

  

 

機関への口座振込みを希望する場合は、乙は当該事務手数料の他、金融機関の口座振込

手数料も負担するものとします。 

 

第６条（消費税等） 

月額利用料及び工事費等は、消費税等相当額（消費税法及び地方税法上適用される税率に

よる消費税及び地方消費税）を加算するものとします。 

２. 消費税等相当額に関する税率が変更になった場合には、その消費税相当額の改定を行う

ものとします。 

 

第７条（施設の維持・管理及び修復等） 

利用契約の有効期間中、甲は甲所有施設について不具合が発生した場合は、速やかに甲の

費用負担により甲が修復を行うものとします。又、乙所有施設に不具合が発生した場合は、速

やかに乙の費用負担により乙が修復を行うものとします。但し、不具合の原因が施設の所有者

以外による場合は、この限りではありません。 

２．甲は、乙所有施設及び甲所有施設の維持・管理の為、集合住宅及びその敷地に立ち入っ

て必要な点検、修復を行うことができるものとします。 

３．甲は、集合住宅の付加価値について、入居者又は管理者から理解を得るために、本サー

ビスの内容及び集合住宅に設置した集合改修設備について、必要に応じ入居者又は管理者

に説明、及び営業活動等を行うことが出来るものとします。又、乙は甲の要請に基づき適宜必

要な協力を行うものとします。 

４．甲は、次の各号のいずれかに該当する支障に関しては、乙及び利用者のいずれに対して

も損害賠償の責を負わないものとします。 

（１）甲所有施設以外の故障により発生した支障 

（２）甲が、乙所有施設及び甲所有施設の維持・管理の為に通常必要な工事を行うことによっ

て発生した一時的な支障 

（３）天災・地変その他の不可抗力によって乙所有施設又は甲所有施設が破損したことによっ

て発生した支障 

（４）乙又は利用者の責に帰すべき理由により発生した支障 

５．甲は、集合住宅内に設置する集合改修設備の設置場所及び必要な電源を無償で使用で

きるものとします。 

６．対象となる乙の所有施設以外の建築物に対して本サービスの信号を分配する工事を行う

ことは禁止します。 

 

第８条（特約） 

本サービスの提供にあたり、乙は甲が集合住宅に対してインターネット接続サービスの提供を

行う場合、乙の承諾の上インターネット設備を設置するものとします。又、設置後の維持管理

にかかる電気代については乙の負担とします。 



  

 

  

 

第９条（遅延損害金） 

乙は、月額利用料、又は工事費等の支払いを延滞した場合、支払期日の翌日からその完済

に至るまで年率１４．６％の遅延損害金を加算して甲に支払うものとします。 

 

第１０条（中止及び解除） 

乙が本サービスに関わる料金の支払い義務を怠った場合、乙に相当の期間を定めて書面に

よる催告を行い、甲は本サービスの提供を中止して、利用契約を解除できるものとします。 

 

第１１条（有効期間、契約解除） 

利用契約の有効期間は、別紙に定めのないサービスに於いては、申し込みを承諾した日から

２年とします。尚、有効期間満了の３ヶ月前までに乙又は甲が相手方に対し書面をもって利用

契約を終了する旨の通知をしない場合は、自動的に１年間延長するものとし、以降も同様とし

ます。 

２．前項の規定にかかわらず乙及び甲は、協議の上合意により利用契約しているサービスを

解除することが出来るものとします。 

３．甲の責に帰すことのできない理由により本サービスの継続ができない場合、乙は別紙に定

める撤去費用を支払うものとします。 

４．インターネット一括サービスの解約違約金については、別紙に定める解約違約金を甲に支

払うものとします。 

５．利用契約が解除された場合、甲と利用者の契約については協議によりその取り扱いを決

定するものとします。 

 

第１２条（個人情報の保護） 

甲は、この個人情報を別途オンライン上に提示する「プライバシーポリシー（ｈｔｔｐｓ：／／ｎｉｒａ

ｉ．ｎｅ．ｊｐ／ｐｒｉｖａｃｙ／）」に基づき、適切に取り扱います。 

 

第１３条（債権譲渡） 

乙は、甲が甲の有する乙に対する債権を第三者に譲渡することがあることを予め承諾するもの

とします。 

 

第１４条（権利の継承等） 

乙が、集合住宅の所有権を第三者に譲渡した場合、乙の契約上の地位は当該第三者に継承

されます。 

２．乙は、第三者への継承にあたり、事前に書面による申し出をするものとし、甲がこれを承諾

したときに本サービスを継承できるものとします。 

３．乙は、当該第三者との譲渡契約又はこれに準ずる契約に、利用契約の内容を明記し、当

該第三者はこれを承認するものとします。 



  

 

  

 

第１５条（反社会的勢力との取引排除） 

乙及び甲は、自己が以下の各号の一に該当しないことを確認し、将来にわたって該当しない

ことを表明し保証するものとします。尚、相手方が本条に違反していると疑義が生じた場合に

は、相手方に対して調査及び報告を求めることができるものとします。 

（１）反社会的勢力であること。 

（２）反社会的勢力に協力又は関与していること。 

（３）反社会的勢力を利用していること。 

（４）役職員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記の各号に該当すること。 

２．乙及び甲は、自己又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに一にでも該当する行為

をしてはならないものとします。 

（１）暴力的な要求行為。 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為。 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 

（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務

を妨害する行為。 

（５）その他各号に準ずる行為。 

３．乙又は甲は、自己が本条に違反していると判明した場合は、直ちに相手方に通知し、是正

措置を講ずる義務を負うものとします。 

 

第１６条（管轄裁判所） 

乙及び甲は、本契約に関する一切の訴訟については、那覇地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

第１７条（約款の変更と廃止） 

甲は、関係法令の制定・改廃、社会情勢の変化、乙及び利用者に対する本サービスの向上

等の事情により、適宜本約款の全て若しくは一部を変更若しくは廃止し、又は新たな本約款を

制定することがあります。これらの場合、甲が提供する本サービスの内容及び料金その他の条

件は、変更又は新たに制定された本約款の内容に従うものとします。 

２.利用契約と申込書、その他の個別契約の内容が異なる場合には、申込書又は当該個別契

約の定めが優先して適用されるものとします。 

 

第１８条（協議事項） 

本約款に定めのない事項又は利用契約に関し疑義が生じた場合は、乙及び甲は、誠意をも

って協議のうえ、円満に解決を図るものとします。 

 

附則 

この約款は、２０２６年６月１日より適用します。 



別紙

【チャンネル表】

【料金表】 （）内の金額は税抜価格です

初期費用

 （一時金）

１，６２８円
 （１，４８０円）

１，９８０円
 （１，８００円）

７７０円
（７００円）

利用期間 金額 備考
1年未満 ５００，０００円
1年以上2年未満 ４００，０００円
2年以上3年未満 ３００，０００円
3年以上4年未満 ２００，０００円
4年以上5年未満 １００，０００円

5年以上 なし
1年未満 １００，０００円
1年以上2年未満 ５０，０００円

２年以上 なし

【請求書発行事務手数料】 （）内の金額は税抜価格です

【撤去費用】 （）内の金額は税抜価格です

解約違約金

 G.ｆａｓｔ
ＨＣＮＡ

ＨＦＣ

不課税

不課税

一回につき １１０円（１００円）

一律 １６，５００円（１５，０００円）

5年

ＨＣＮＡ 実費 5年

ＨＦＣ

利用期間

実費 ２年

下り速度３０Mbpsのインターネット接続サービスです。（ベストエフォートサービス） G.fast子機（インターネット用
モデム）及びWi-Fi機器を設置致します。１，６２８円（１，４８０円）×戸数となります。

地上波チャンネル名 チャンネル番号

０１１・０１２・０１３

０２１・０２２・０２３

０３１・０３２・０３３

０５１・０５２・０５３

０８１・０８２・０８３

０９１・０９２

１１１・１１２・１１３

NHK　総合

NHK　Eテレ

琉球放送（ＲＢＣ）

琉球朝日放送（ＱＡＢ）

沖縄テレビ放送（ＯＴＶ）

テレビにらい

ＯＣＮチャンネル

下り速度１Ｇbpsのインターネット接続サービスです。 （ベストエフォートサービス） HCNA子機（インターネット用
モデム）及び Wi-Fi機器をを設置致します。 １,９８０円(１,８００円）×戸数となります。

下り速度30Mbpsのインターネット接続サービスです。 （ベストエフォートサービス） インターネット用モデム及び
Wi-Fi機器をを設置致します。  ７７０円（７００円）×戸数となります。

月額利用料

１，１００円（１，０００円）

１，３２０円（１，２００円）

１，５４０円（１，４００円）

１，７６０円（１，６００円）

１，９８０円（１，８００円）

２，２００円（２，０００円）

インターネット
一括サービス

月額利用料 最低利用期間 備考

 G.ｆａｓｔ 実費

２，４２０円（２，２００円）

２，６４０円（２，４００円）

２，８６０円（２，６００円）

３，０８０円（２，８００円）

３，３００円（３，０００円）７６戸から８０戸まで

７１戸から７５戸まで

地上波信号の再送信及び付帯サービス
（１棟あたりの住戸数の範囲）

３０戸以下

３１戸から３５戸まで

３６戸から４０戸まで

４１戸から４５戸まで

４６戸から５０戸まで

５１戸から５５戸まで

５６戸から６０戸まで

６１戸から６５戸まで

６６戸から７０戸まで

２０１戸以上

利用期間

※　インターネット一括サービス及び違約金の料金が、申込書と異なる場合は、第１７条２項に基づき、申込書又は当該個別契約の定
めが優先して適用されます。

８１戸から８５戸まで

８６戸から９０戸まで

９１戸から９５戸まで

９６戸から１００戸まで

１０１戸から１５０戸まで

１５１戸から２００戸まで

３，７４０円（３，３００円）

３，９６０円（３，６００円）

４，１８０円（３，８００円）

４，４００円（４，０００円）

４，６２０円（４，２００円）

４，８４０円（４，４００円）

３，５２０円（３，２００円）


